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スケジュール（予定）

〈健康保険法第160条〉
第6項 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の

支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
第7項 支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、

当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の
申出を行うものとする。

第8項 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなけれ
ばならない。

12月18日（金） 運営委員会（平均保険料率10％維持の方針決定）

21日（月） 政府予算案（令和３年度）の閣議決定

1月15日（金） 広島支部評議会の開催
＜本日＞ （都道府県単位保険料率の変更について意見聴取）

19日（火） 支部長から理事長への意見の申出 【提出期限】

26日（火） 運営委員会（都道府県単位保険料率の決定）
運営委員会へ付議後、保険料率の変更について、厚生労働大臣へ認可申請予定

2月上旬～中旬 令和３年度保険料率の認可予定
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平均保険料率について
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１．医療分の令和３年度平均保険料率

（１）これまでの議論の経緯

令和３年度の保険料率については、新型コロナウイルス感染拡大による影響及び平成29年12月19日の運営委員

会にて理事長より示された、「今後の保険料率のあり方については、中長期で考えるという立ち位置を明確にしたい」旨の

考えを踏まえ、運営委員会において議論が進められた。

運営委員会における意見では、保険料を10％に据え置くことはコロナ禍で苦しむ事業主や従業員の理解を得ることは

難しいとの意見もあったが、今後、更に新型コロナウイルス感染症の影響が拡大することや協会の財政状況の悪化が見

込まれることなどにより、10％維持に賛成する委員が大勢を占めていた（運営委員の主な意見は、4頁～5頁に記載）。

また、支部評議会においては、意見書の提出なしが６支部。一方、意見書の提出があった支部は41支部あり、そのう

ち、平均保険料率10％維持の意見が31支部、引き下げるべきとの意見が２支部となっている。

（２）協会としての対応

① 平均保険料率について

令和３年度の平均保険料率については、10％を維持する。

② 保険料率の変更時期について

令和３年４月納付分からとする。
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令和2年12月18日開催の運営委員会における令和３年度保険料率に関する議論の概要

【委員の主な意見】

○ 現状の保険料率の維持を支持したい。苦しい状況であるが、多くの支部で現状の10％維持で支持しているのではないか
と考えている。また、次年度以降も新型コロナウイルスの影響が出る可能性を考えると、将来的な引き上げ幅を緩和するとい
う視野は非常に大事だと考える。
一方で、現在は、事務局が出された資料の法定準備金の予測値に基づき議論しており、今後の法定準備金が予測値

よりも積みあがった場合には、次年度に還元するなどの対応や加入者に対する丁寧な説明が必要になってくると考える。
最後に、保険制度の趣旨は、将来の不確実性に対する備えということがある。一定程度の準備金を有することは制度の趣
旨に反するものではないと考えている。

○ 令和3年度の保険料率について10％の維持に賛成である。また、国庫補助率を引き上げるために国へ要望していただきた
い。保険料率の変更時期については事務局提案に異論はない。

○ 新型コロナ感染拡大の影響を考えると、保険料率の変更は困難であると考えるため、2021年度の保険料率は現行を維
持するべきである。

○ 協会けんぽの令和2年度の収支見込みは、去年、保険料率を議論した際の見込みの数値よりも上回っている。全国の中
小企業からは、 新型コロナウイルス感染拡大の苦境の中、少しでも社会保険料等の負担を軽減してほしいとの声が届いて
いる。令和3年度の保険料率について10％を維持することは、コロナ禍で苦境にあえぐ事業主や従業員の理解を得るのは難
しいと考える。
また、 国庫補助率を上限の20％に引き上げるよう国へ強く要望していただき、財政基盤を強化していってほしい。コロナ禍
で苦しんでいる事業主や従業員への支援策を今まで以上に行っていただきたい。



○ コロナ禍で経営が悪化している中小企業が増加している。しかし、このような状況であるが、持続可能性の観点から現状の
保険料率を維持するべきだと考える。一方で、支出を減らすことが重要になってくると考えるので、支出の抑制につながる政
策提言を引き続きお願いしたい。

○ 2021年度の保険料率は現行を維持するべきである。中小企業からの視点では引き下げていただきたいという気持ちは強
くある。しかし、コロナ禍で先行きが不透明であり、現状として10％の維持が妥当であると考える。

○ 保険料率は現行を維持するべきである。一方で、コロナ禍で保険料率を維持することになると、これまで以上に加入者に
丁寧な説明が必要になる。また、保険者機能強化に向けてさらなる取り組みをお願いしたい。

【委員長によるとりまとめ】

令和３年度保険料率について、各委員からご意見をいただき、運営委員会全体としては、10％維持の意見であったとま

とめられる。また、保険料率の変更時期については、事務局の提案に対して、特段の異論はなかった。事務局におかれては、

このことを踏まえて、都道府県単位保険料率の決定に向けて、必要な調整を進めるようにお願いする。
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政府予算案を踏まえた収支見込（令和３年度）の概要について（医療分）
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2020/7/31

770 億円

2020/8/28

1,050 億円

2020/10/30

1,595 億円

億円
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2,000 億円

2020/5/1 2020/6/1 2020/7/1 2020/8/1 2020/9/1 2020/10/1 2020/11/1 2020/12/1

累積納付猶予申請額（実績）

【収入】 保険料納付猶予申請額（介護分を含む）の推移

【支出】 令和２年度 １人当たり医療保険給付費の推移
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働日数補正後）
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〈参考〉令和2年度収支見込に影響を与える要因のうち、新型コロナウイルスに関するもの



令和3年度広島支部保険料率について
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10.04%

広島支部の健康保険料率（令和３年度）は、10.04％となる見込み

〇 都道府県単位保険料率は、「支部ごとに異なる料率（医療給付費にかかる料率）」と全国一律の「共通料率」から構成される。

〇 広島支部の保険料率（令和3年度）は、前年度から0.03ptアップの見込みであるが、これは共通料率が0.02pt減少する一方で、
医療給付費にかかる料率部分が0.05pt増加することに起因する。

〇 医療給付費にかかる料率の増加は、全国平均部分（+0.02pt）と地域差部分（+0.03pt、精算分を含む）で構成され、後者については

広島支部の医療給付費の伸びが全国平均の伸びを上回ることを意味する。

5.21%
(5.18%)

5.33%
(5.29%)

5.29%
(5.27%)

4.82% 4.73% 4.71%

▲0.03% (※)

▲0.01%(※)

共通料率
（全国一律）

支部ごとに
異なる料率

R1年度 R2年度 R3年度

10.00%
10.01%

医療給付費にかかる料率

第1号保険料率＜年齢調整、所得調整後＞
（第1号平均保険料率）

※ R1,2年度の▲0.01～▲0.03%は
前々年度精算分

高齢者拠出金や現金給
付、協会運営等にかかる料
率

第2号保険料率
第3号保険料率
収入等見込相当料率

▲0.09
▲0.02

＋0.10

＋0.05
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令和３年度広島支部健康保険料率（内訳）

令和2年度 令和3年度 前年度差

第1号都道府県単位保険料率（A) 5.286 5.327 0.041

医療給付費 等 医療給付費/総報酬額 5.353 5.412 0.059

年齢調整 0.037 0.034 ▲0.003

所得調整 ▲0.105 ▲0.120 ▲0.015

第2号都道府県単位保険料率（B） 3.894 3.997 0.103

現金給付費、前期高齢者納付
金、後期高齢者支援金、インセ
ンティブ制度の財源拠出 等

インセンティブ分以外（全支部共通） 3.890 3.990 0.100

インセンティブ分 ※財源拠出分 0.004 0.007 0.003

第3号都道府県単位保険料率（C) 0.871 0.741 ▲0.130

業務経費、一般管理費、準備
金積立て、前々年度の支部の収
支差 等

前々年度精算分以外（全支部共通） 0.871 0.741 ▲0.130

前々年度精算分 ※収支差プラスの場合0 0.000 0.000 0.000

収入等見込額相当率（D) 0.040 0.028 ▲0.012

日雇特例被保険者保険料収入、
雑収入 等

前々年度精算分
およびインセンティブ分以外（全支部共通）

0.025 0.025 0.000

前々年度精算分 ※収支差マイナスの場合0 0.014 0.003 ▲0.011

インセンティブ分 ※下位24支部の場合0 0.000 0.000 0.000

広島支部保険料率（A+B+C-D) 10.01 10.04 0.03

※端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

単位：％
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保険料納付額への影響について（月額）
例）標準報酬月額 300,000円×0.03%＝90円 （労使折半で45円）
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令和３年度都道府県単位保険料率における保険料率別の支部数（暫定版）
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部

令和３年度都道府県単位保険料率の令和２年度からの変化（暫定版）



＜参考＞令和２年度広島支部保険料率に係る意見
（令和元年度 第4回広島支部評議会 開催日：令和２年1月17日）

・都道府県単位保険料率決定のプロセスは反対しないが、準備金の積立額に関係なく平均保険料率を10.00％と決めつ
けていることが問題である。中長期的な視点で考えることには反対で、単年度収支による料率への反映の方が、上がる際に
も下がる際にも分かりやすく、加入者・事業主としても納得できる。

・現在積み上がった準備金を、財政が悪化した時のためにとっておくという後ろ向きな使い方ではなく、もっと加入者の行動を
変えるための前向きな使い方はできないものか。財政にゆとりができた今だからこそ料率を下げ、特に事業主をいかに動かすか
ということに、準備金を使っていただきたい。

・これ以上の保険料の負担増は避けるべく、医療費適正化について支部が積極的に進めてきた取組みを引き続き継続する
とともに、幅広く伝える為の新たな広報も検討いただきたい。

・広島支部は、料率へのインセンティブ制度の財源分が無ければ保険料率は上がらなかった。インセンティブ制度の項目につ
いて、今まで以上に取り組むことで、本当に保険料率は変わるというアピールに変え、活かしていただきたい。

・インセンティブ制度の内容については、見直しが必要と考える。現状の評価方法だと、毎年同じような支部が報奨金を得る
ことになってしまうのではないか。例えば、パイロット事業が全国展開された場合には、その発案した支部にインセンティブを付与
するというのはいかがか。パイロット事業の活性化にもつながり、先行実施した支部のアイデアや努力が報われるというもの。

・後期高齢者の自己負担を１割から２割への引き上げることは止むを得ないと思っているが、協会として、高齢者の医療費
を圧縮する具体策について提言したほうがよいのではないか。

・後期高齢者拠出金等が、今後大幅に増加してしまうなかで、この先保険料率を下げるのは困難となっていくと感じている。

■評議員意見
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＜参考＞令和２年度広島支部保険料率に係る意見
（令和元年度 第4回広島支部評議会 開催日：令和２年1月17日）

・令和2年度からの10.01%への広島支部の健康保険料率の引き上げ（＋0.01％）については、止むを得ないと判断する。

・更なる少子高齢化の進展や医療の高度化が進展していく中ではあるが、10.00％という平均保険料率は加入者・事業主
にとって真に許容限度であり、中長期的な観点から、これをできるだけ最長で維持できるよう努力していきたいと考えている。そ
のためには、多額の拠出をしている高齢者医療制度について、後期高齢者の窓口負担割合のアップ（1割→2割）実現を
引き続き本部から国に強く要望して頂くとともに、支部においては、事業者の健康経営、加入者の健康増進等、新しいアイデ
アも採り入れ、医療費の適正化につながる事業を推進していきたい。

・インセンティブ制度や健康経営に対する加入者・事業主の理解と認識は低いと言わざるを得ず、本部支部一体となって、メ
ディアも活用した有効な広報を行っていくことが必要と考える。当支部のみならず多くの評議員から、保険料率を引き下げない
のであれば、準備金の一部を保健事業の推進に有効的に活用すべきとのご意見も頂戴しており、余裕のあるうちに、少しでも
多くの事業者や加入者の意識や行動変容につながる広報や保健事業を充実・拡大すべきと考える。

・当支部においては、様々な機会や場面を通じて、健康経営・健康づくりの好循環の周知・拡大に努めてきており、引き続き
あらゆる手法を用いて先進的に取り組んで参りたいと考えているので、必要な予算措置については、柔軟なご配慮をお願い致
したい。

・評議会においては、協会は中長期的な観点から安定的な運営を行っていくということで、引き上げについてご理解頂いたもの
の、平均保険料率については単年度収支で考え、引き下げられる時には引き下げて、加入者・事業主に還元し健康や医療
費に対する意識を高めるべきというご意見も引き続き頂戴した。

■支部長意見
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介護保険料率について
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介護保険の令和３年度保険料率について

介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除した
ものを基準として保険者が定めると健康保険法で法定されている。

令和３年度は、令和２年度末に見込まれる不足分（466億円）も含め、単年度で収支が均衡するよ
う1.80％（4月納付分から変更）とする。

（参考）
健康保険法第160条第16項

介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金（日雇特例被保険者に係るものを除く。）の
額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見
込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

各年度の介護保険料率は、次の算式により得た率を基準として、保険者が定めることとなっている。

介護保険料率 ＝
介護納付金の額

介護保険第2号被保険者（40歳～64歳）の総報酬額総額の見込

1.79％から令和3年4月以降に1.80％へ引き上げた場合の令和3年度の保険料負担の影響（被保険者1人あたり）

例） 標準報酬月額 300,000円×0.01％＝30円 （労使折半で15円）
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政府予算案を踏まえた収支見込（令和３年度）の概要について（介護分）



広報スケジュールについて
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3月納入告知書
同封チラシへの掲載

認可後、臨時メルマガ
を配信

・マスコミへのプレスリリース
・商工会議所連合会、商工会連合会、中小企業団体中央会、社会保険労務士会、
日本年金機構、広島県内市区町への周知依頼

認可後、ホームページに料額表を掲載

ポスター掲示（支部窓口、関係団体等への送付）

新聞（地方紙）への広告（カラー）掲載
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